
６．基本方針と基本施策

７．推進及び点検・評価

八幡浜市地球温暖化対策実行計画推進委員会（庁内組織）を中心に、ＰＤＣＡサイ

クルにより、総合的かつ効果的に推進します。

第４次八幡浜市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

１．計画の目的

地球温暖化対策推進法第21条第1項に基づき、本市の事務事業に関し、温室効果

ガスの排出抑制等の措置を講ずることにより、地方公共団体として地球温暖化対策

の推進を図るため、「第4次八幡浜市地球温暖化対策実行計画」を策定します。

２．計画の期間

基準年度：2013年度（平成25年度）

計画期間：2024年度（令和6年度）～2030年度（令和12年度）

３．計画の対象範囲

・本市が管理するすべての事務事業

・二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン類

４．削減目標

５．排出量の推移

概要版

項目
基準値

（基準年度：2013年度）
目標値

（目標年度：2030年度）

温室効果ガス総排出量
（二酸化炭素換算）

22,493 t-CO2
11,022 t-CO2
（51%削減）


